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教職員の懲戒処分について 

 

 

 教職員の懲戒処分を、令和８年３月５日に下記のとおり行いました。 

 

 

記 

 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○性的なメッセージの送信及び盗撮 

被 処 分 者 大垣市立中川小学校 教諭 岸上
きしがみ

 涼
りょう

太
た

（３２歳・男性） 

事案の概要 

令和５年度及び令和６年度、未成年の女性２名に対して、ＳＮＳで、そ

の性的羞恥心を害するメッセージを複数回送信した。 

令和６年４月、そのうちの１名の１６歳未満の女性に対して、ＳＮＳで、

性的な部位が写った画像を送信するよう要求した。 

また、勤務校において、令和６年５月、内科検診を受診する児童を盗撮

し、同年６月、成人女性１名を盗撮した。 

処   分 免職 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 
校長（R5） 

文書訓告 ※大垣市教育委員会が実施 
校長（R6） 

 

 


